
R８．３．１３提出

　　　　女性職員はもちろん職員全体が今迄今以上に仕事と家庭の調和を保ち、職業生活がより充実するよう、下記

　　　　行動計画を策定し、目標達成をめざす。特に内部の委員会として「法人生産性・職場風土向上委員会」を

　　　　組織し、法人と職員の橋渡しとして中心的な役割を担う。

１．計画期間

　　令和８年４月１日～令和１０年３月３１日

２．計画期間内での取組目標及び対策

１）目標１ ・・・　（女性活躍推進法の目標）　→　女性管理職の比率を４５％以上をめざす

　

　　①令和８年４月、職員に行動計画を掲示し、周知する

　　②令和８年５月、法人のホームページに行動計画を掲載する

　　③令和８年６月以降、業務執行部会議、運営会議、研修を通じ意識付けを図る

　　④令和８年２月、女性管理職の比率を把握し、分析する

　　⑤令和８年３月、行動計画の結果を総括し、次年度も同様の取組を行う

２）目標２ ・・・　（女性活躍推進法）と（次世代育成支援対策推進法）

　 　　　→　全職員の年間有給取得率７０％をめざす

　

　　①令和８年４月に、令和５年度の有給取得状況を把握する

　　②令和８年５月に、職員へ行動計画の伝達、ホームページへの掲載を行う

　　③令和８年５月に、各部署の計画年休取得予定を把握する

　　④令和８年１２月に年度途中での有給取得状況の把握と職員への取得を促進

　　⑤令和９年２月に、年間での有給取得状況の把握、次年度も同様の取組を行う

３）目標３ ・・・　（次世代育成支援対策推進法）　→　全職員年間平均残業時間を月４．５時間以内をめざす

　

　　①令和８年５月に、職員へ行動計画の伝達、ホームページへの掲載を行う

　　②令和８年６月に、残業の発生しやすい時期、部署等の原因等を把握

　　③令和８年９月に、残業をしないような業務の見直し、業務協力できる体質・風土の醸成

　　④毎月の超勤管理、把握

　　⑤令和８年１２月に、特に年度末をはじめ業務の立込む繁忙期に残業を減らすよう注意喚起

　　⑥令和９年２月に、年間での残業の実態を把握、次年度も同様の取組を行う

４）目標４ ・・・　（次世代育成支援対策推進法）　

       →　男性の育児休業の取得促進を図り、年間２人以上の取得をめざす

　

　　①令和８年４月に、男性職員が取得しやすいよう内部規程の整理をする

　　②令和８年６月に、男性育休取得者への公的助成金等、内部での会議でPRを図る

　　③令和８年１２月に、進捗状況を把握し、再度PRを図り、次年度も同様の取組を行う

　

　　　　　　　及び、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画について　　
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